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平 監 第   ２８   号 

平成３０年８月２４日 

 

平川市長 長 尾 忠 行 様 

 

 

平川市監査委員 鳴 海 和 正 

 

平川市監査委員 佐 藤   保 

 

 

財政援助団体監査の結果報告について 

 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体の監査を実施したので、

同条第９項の規定により、その結果に関する報告をします。 

 

 

記 

第１ 監査の概要 

 

１．監査の目的 

市が補助金を交付している次の団体について、その事業が補助等の目的に沿って

適正かつ効果的に行われているか、また、所管課では適正な交付事務を行っている

のか等について監査した。 

 

２．監査の対象 

団 体 名 所 管 課 

津軽もも生産部会・尾上一般果樹部会 農 林 課 

たけのこマラソン大会実行委員会 保健体育課 

 

３．監査実施日及び監査実施場所 

団 体 名 実 施 日 実 施 場 所 

津軽もも生産部会・ 

尾上一般果樹部会 
平成３０年 ８月２２日 尾上総合支所内 

たけのこマラソン大会 

実行委員会 
平成３０年 ８月２３日 碇ヶ関支所内 
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４．監査の範囲 

平成２９年度に交付された補助金及び現金等の取り扱いに関わる出納及び事務

の執行を対象とした。 
 

 団 体 名 監査対象事業  

津軽もも生産部会・ 

尾上果樹生産部会 
特産果樹の苗木及び支柱 

たけのこマラソン大会実行

委員会 
たけのこマラソン大会事業 

  

５．監査の着眼点 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか 

を主眼として、次の観点について団体及び所管課を監査した。 
 

区  分 着      眼      点 

団  体 

・交付申請、請求、受領手続き及び実績報告等は適時、適正に行 

われているか。 

・収支の会計経理は、適切に行われているか 

・関係帳票の整備、記帳は適正に行われているか。また、領収書 

等の証拠書類は適正に整理保存されているか。 

所管課 

・補助金交付に係る規定は、整備されているか。 

・交付目的及び補助金対象事業の内容は明確か。 

・補助金の額の算定、交付手続、交付時期等は適切か。 

・領収書等の証拠書類により支出の実態を十分に把握しているか。 

・団体への指導監督は、適切に行われているか。 

  

６．監査の方法 

（１）関係書類の実地調査 

（２）団体及び所管課からの聴取調査 

 

第２ 監査の結果 

 

１．総合意見 

提出された書類及び事前に提出を求めた書類により聴取等を行った結果、適正に

処理されているものと認められた。 

個別の監査結果については、次のとおりである。 
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２．監査結果の個別概要 

 

（１）津軽もも生産部会・尾上果樹生産部会について 

果樹農家の所得の安定・向上を目指し、りんご以外の有望な特産果樹との 

複合経営化を推進し、農業者の経営基盤強化を図るため、特産果樹の苗木や 

支柱の購入について一部に補助金 343,114円の交付を受けている。 

 

【監査結果】   

①津軽もも生産部会・尾上果樹生産部会に関する事項 

平成２９年度の特産フルーツ応援事業補助金は、果樹単一経営農家２０戸に 

で苗木２１１本・支柱１０７本購入に対し事業費 1/2 以内で助成を行った。 

    監査は、各種台帳等を検算した結果、計数に誤りはなく、対象費用の算定も

適正で問題はなかった。 

②所管課に関する事項 

補助金の交付目的及び対象事業の把握、交付事務等に関する一連の事務処理

について適正に行われていて、今後も実績報告書及び領収書等の証拠書類をよ

く精査し、支出の実態を十分に把握するとともに、団体と適時連絡を取り合い

ながら指導・助言をお願いする。 

 

 

（２）たけのこマラソン大会実行委員会について 

 毎年 1,000人以上の参加者で、距離別の６コースに分れマラソンを行う。 

 開催に当り参加費は徴収しているものの、計測業務委託や報償費が必要なた 

 め、当市より運営事業費に係る補助金 1,900,000円の交付を受けている。 

 

【監査結果】   

  ①たけのこマラソン大会実行委員会に関する事項 

総事業費が 5,315,891 円で参加者が 1,047 人であった。 

参加者より参加費を徴収し、６コースに分れ各自、自己記録の挑戦や、仮装等

により思い思いにマラソンを楽しんだ。 

また、近隣者の応援や大会準備でのスポーツに対する意識の高揚で、市内の 

活性化に一役買うことができた。 

②所管課に関する事項 

補助金の交付目的及び対象事業の把握、交付事務等に関する一連の事務処理

について適正に行われていて、今後も実績報告書及び領収書等の証拠書類をよ

く精査し、支出の実態を十分に把握するとともに、団体と適時連絡を取り合い

ながら指導・助言をお願いする。 


